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大阪市屋外広告物条例に違反する広告物又は掲出物件の是正命令措置

良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、大阪市屋外広告物条
例に違反した広告物又は掲出物件があるときは、設置者又は管理者又は広告主に対して、表示若しくは設置
の停止、改修、移転、除却その他必要な措置を命じることがあります。また、広告主がその命令に違反した
ときは、命令の内容及び命令に違反した広告主の氏名又は名称を公表し、広告主に対して、過料を科すこと
になります。

屋外広告物法第７条
大阪市屋外広告物条例第13条、第22条の２（昭和31年10月１日 条例第39号）
（http://www1.g-reiki.net/reiki37e/reiki.html）

建設局総務部管理課（適正化担当）(06-6615-6685)

同上

○ 条例に違反した広告物又は掲出物件とは次のものをいいます。また、複数の項目に違
     反する場合もあります。
　１　新規の許可を受ける必要がありながら許可を受けていないもの（条例第２条）
　　（条例第２条ただし書の市長の定める要件を備えていないにも関わらす許可を受けてい
　　ない場合を含む。）
　２　変更又は継続の許可を受ける必要がありながら許可を受けていないもの（条例第３条）
　３　適用除外規定に該当しないにも関わらず、禁止地域、場所及び物件に表示又は設置
     しているもの（条例第４条）
　４　良好な景観若しくは風致を害するおそれのあるもの（条例第５条）
　５　公衆に対し危害を及ぼすおそれのある物件（条例第６条）
　６　設置者又は管理者が、広告物又は掲出物件の許可期間又は掲出期間が満了し、こ
　　れらの除却義務があるにもかかわらず、これをおこなわなかったとき。（条例第11条
　　第１項）
　　　汚染、変色、腐朽又は破損した物件の改修又は除却の義務があるにもかかわらず、
　　これを行わなかったとき。（条例第11条第２項）
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